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要 約
１．趣旨

法人税法は，事業組織の典型的な形態として株式会社を念頭におき，精密なルールを設

けている。しかし，株式会社以外にも，事業を行うための組織にはさまざまの形態がある。

本稿では，これら多様な組織の課税について，日本の現行法のどこに問題があるかを簡潔

に示し，可能な範囲で解決の方向性を探ってみたい。

２．問題意識

さまざまな事業組織は，組織の段階で法人税の対象となるかどうかによって，大きく二

つに分類できる。一方で，たとえば民法上の組合のように，組織の段階で法人税を課さな

いものがある。このような類型について，日本では課税ルールが全くもって未発達であり，

立法による対処が望まれる。他方で，当該組織が法人税の納税義務者として取り込まれれ

ばそれで問題がすべて解決するかというと，実はそうではない。「法人」という名の下に

課税の対象に取り込むその根拠は何か。課税ベースをどう構成するか。利害関係者（stake-

holders）との間の取引をどう処理するか。組織が再編されたり国境を超えた活動を行った

りするとどうなるか。こういった問題について，株式会社については課税ルールが比較的

よく整備され，それが現行法人税制の根幹をなしている。問題は，株式会社以外のさまざ

まな事業組織について，株式会社に関するルールをそのまま準用してよいか，そして，も

し準用できないとすればどうすればよいか，である。

３．構成

このような問題意識の下，本稿は次の点につき序説的検討を試みる。Ⅱで，多様な事業

組織の課税が昔からの課題であったことを示し，用語の整理を行う。Ⅲで，法人税根拠論

との関係を鳥瞰し，検討対象を「個人所得税の前取りとしての法人税」にしぼる。しかる

のち，Ⅳで，制度設計上何が問題になるかを検討する。Ⅴは全体のまとめである。

４．主張

全体として特に強く主張したいのは，組織をめぐる所得課税ルールを考えるにあたり，

利害関係者の権利義務に着目すべきであることである。利害関係者相互の権利義務の組み

合わせが可変であるからこそ，組織のあり方がそれぞれに異なってくる。そしてそれぞれ

の組織について誰を equityholderと観念するかが，課税ルールの設計に大きく影響する。

これが，多様な組織形態に関する課税ルールを設計するにあたって決定的に重要な勘所で

ある。
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Ⅰ．はじめに

法人税法は，事業組織の典型的な形態として

株式会社を念頭におき，精密なルールを設けて

いる。しかし，株式会社以外にも，事業を行う

ための組織にはさまざまの形態がある。本稿で

は，これら多様な組織の課税について現行法の

どこに問題があるかを簡潔に示し，可能な範囲

で解決の方向性を探ってみたい１）。

全体を通じて特に強く主張したいのは，組織

をめぐる所得課税ルールを考えるにあたり，利

害関係者（stakeholders）の権利義務に着目すべ

きであるということである。利害関係者相互の

権利義務の組み合わせが可変であるからこそ，

組織のあり方がそれぞれに異なってくる。つま

り組織形態の多様性を生む原因は利害関係者の

権利義務の可変性にある。そしてそれぞれの組

織について誰を equityholderと観念するかが，

課税ルールの設計に大きく影響する。これが，

多様な組織形態に関する課税ルールを設計する

にあたって決定的に重要な勘所である。

たとえば，株式会社においては，出資者が株

主となり，原則として議決権を持つ。しかも株

主平等の原則が妥当するから，株主は出資額に

応じて支配権をもち配当請求権をもつ。このこ

とを前提として，現行法人税法は，課税ベース

を「各事業年度の所得」と定義している。そし

て，課税ベースに反映されない資金の動きを管

理するために，「資本の部」に関する精妙なル

ールを設けている。具体的には「利益の配当」

や「資本積立金」，「利益積立金」といった概念

である。これらの概念を基礎として，いわゆる

会社税務の広大な領域（会社設立，新株発行，

利益配当，自己株式取得，組織再編成などに関

する課税実務）が作動しているのである。

これに対し，株式会社以外の組織形態に目を

転ずると，利害関係者の権利義務の組み合わせ

が多様であるだけに，課税ルールの設計上，興

味深い問題が出てくる。たとえば有限会社の場

合，社員相互の間には株主平等原則に相当する

原則は妥当しない。従って，有限会社の稼得し

た利益を，社員は，合意に基づきかなり自由に

切り分けることができる。この場合，所得税法

や法人税法にいう「利益の配当」という概念を

そのままあてはめてよいのであろうか。別の例

で，中間法人のように，出資を行う者と事業を

支配する者が分離する組織形態について，株式

会社に関する課税ルールを準用してかまわない

のであろうか。さらに別の例で，民法上の任意

組合は，契約によって社員間の権利義務関係を

自由に組み立てることができる組織形態である。

しかも組合の段階では法人税を課さないわけで

あり，この場合の課税ルールは果たしてどう設

計すべきか。このような視点から現行課税ルー

ルを検証すると，改善すべき点が数多く残され

ているのではないか。

以上のような問題意識のもとに，以下では，

Ⅱで，多様な事業組織の課税が古くからの課題

であったことを示し，用語の整理を行う。Ⅲで，

法人税根拠論との関係を鳥瞰し，検討対象を「個

人所得税の前取りとしての法人税」にしぼる。

しかるのち，Ⅳで，制度設計上何が問題になる

１）本稿は，増井良啓「組織形態の多様化と所得課税」租税法研究３０号１頁（２００２）の続編である。執筆内容
の構想時に，森信茂樹教授，朝長英樹氏，灘野正規氏に有益なご指摘をいただいた。ドラフトの段階で税制
研究会のメンバーから，その後さらに電子メールで佐藤英明教授から，懇切なコメントをいただいた。この
場を借りてお礼申し上げる。ご教示にかかわらず残存する誤りはすべて筆者に帰する。なお，法人税の対象
としてなぜ「株主」という出資者のリターンだけが取り分けられるのかを探求する注目すべき研究として，
吉村政穂「出資者税――『法人税』という課税方式（１）」法学協会雑誌１２０巻１号１頁（２００３）。
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かを検討する。Ⅴは全体のまとめである。

本稿の目標は，現行制度を出発点としながら，

今後の改革のために必要な基礎的視点を提供す

ることにある。言い換えれば，課税の根拠論，

租税制度の設計，経済的効果の探求，という３

つの課題のうち，法律家の観点を生かして第２

の課題にとりくむものである。制度設計とはい

っても，税制改正要綱のごとき具体的な立法提

案を目指すのではなく，各種組織を横断的・統

一的に考察したときにポイントとなる枠組みを

抽出する点に力点がある。多様な事業組織の課

税に関して利害関係者の権利義務に着目する横

断的研究は必ずしも多くないので，本稿のよう

な検討にも一定の存在意義が認められよう。

Ⅱ．予備的考察

本論に入るに先立ち，予備的に２点を述べる。

第１は，この論題の古さである。第２は，用語

法である。

Ⅱ－１．昔からの課題

まず，問題設定の視角について一言する。

日本では比較的近年になって，多様な事業組

織の課税が注目を浴びるようになった。そこで

は，「新しい」事業体の出現に対して税制がど

う対応すべきか，という角度から問題を設定す

ることが多い。この問題設定は，１９９０年代後半

以降「新しい」事業体が続々と登場したことを

反映する（表１）。

しかし，当たり前のことであるが，日本には

かねてより多様な事業組織が存在してきた。そ

して，それらに対してどのような課税ルールを

設けるべきかが，所得税の導入当時から継続的

な課題でありつづけてきた。このことは，表２

の例からすぐに分かる。

このように，さまざまな組織への対応は，税

制にとって昔からの課題でありつづけてきた。

それが，比較的近年になって注目を浴びている

のである。

Ⅱ－２．用語法

（１） 定義の必要性

さて，多様な事業組織の課税に関する用語は，

論者によって異なる意味に用いられる傾向にあ

る。同じ言葉を違う意味に用いたり，同じこと

を表現しようとして違う言葉を用いたりすると，

誤解が生まれやすい。誤解を避けるためには，

どのように用語を定義するかを明らかにしてお

表１ 「新しい」事業体への税制の対応例

１９９８年
特定非営利活動促進法上のいわゆる NPO法人
投資事業組合法上の有限責任社員を有する組合契約
証券投資法人法上の証券投資法人
資産流動化法上の特定目的会社

２０００年
投資法人法上の投資信託
資産流動化法上の特定目的信託

２００１年
中間法人法上の中間法人
国税庁通達「米国 LLCに係る税務上の取扱い」
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くことが必要である。そこで，いくつかの用語

について意味内容を整理しておく。

（２） 導管課税

「導管課税（conduit taxation）」とは，組織の

段階で課税の対象としない取り扱いを意味する。

文字どおり導管のごとく，事業組織をあたかも

パイプのように扱う，というイメージである。

より厳密にいえば，事業組織の稼得する損益が

組織自体に帰属するのではなく，他の者に帰属

するものとして課税する。たとえば，所得税法

１３条や法人税法１２条のいわゆる本文信託が，導

管扱いの典型例とされてきた。もっとも，導管

課税の適用例は本文信託のみに限られるわけで

はない。ほかにも，民法上の組合や商法上の匿

名組合がある。外国法に視野を広げれば，米国

州法上の LLC，米国連邦租税法上の S法人，

ドイツの人的会社なども含まれる。すなわち，

この意味の「導管」扱いを受ける組織形態には，

多くのものが存在する。

導管課税の対語が，「実体課税（entity taxa-

tion）」である。すなわち，組織の段階で課税

の対象とする取り扱いのことを指す。名称の由

来は，事業組織を実体（entity）と構成する点

にある。典型例は，株式会社に関する課税ルー

ルである。株式会社が稼得した損益は，会社の

段階で法人税の対象となり，税引後利益が個人

株主に配当されると，さらに個人株主の段階で

課税に服する。これが実体課税の基本型である。

実体課税にはその他の型もある。たとえば損

金算入方式は，いったん事業組織を法人税の対

象としながら，損金算入部分について結果的に

課税の対象から外す取り扱いである。現行法の

下で損金算入方式を採用する例として，表３の

ものがある。

損金算入方式は，組織の段階でいったん課税

の対象とするため，本稿の定義では，「実体課

税」のやり方に分類される。つまり，はじめか

ら課税の対象から除外されているわけではない

点で，民法上の組合のような「導管課税」から

区別される。

なお，「導管」という言葉は，上に述べたよ

りも広い意味で用いられることがある。つまり，

組織の段階でいったん課税の対象とするが，支

払配当を損金に算入することによって，結果的

に損金算入部分について課税が残らない場合を

も，「導管」としての取り扱いと呼ぶ場合であ

る２）。このような用法は十分に成り立つし，外

表２ 多様な事業体への税制の対応

１８９９年
法人所得に対する第１種所得税の創設

１９２２年
信託法制定に伴う所得税法の改正

１９３８年
有限会社法制定に伴う第１種所得税の拡充

１９４５年
宗教法人への課税開始

１９４８年
匿名組合からの分配につき源泉徴収のルールを導入

１９５０年
公益法人等の収益事業に対する課税ルールを導入

１９５７年
人格なき社団等に対する課税ルールの整備
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国にも例がある。しかしこの取扱いの場合には

いったん組織自体が法人税に服することから，

本稿では「実体」課税のひとつと位置づけてお

く。

（３） パス・スルー

「導管」に似た概念として，「パス・スルー

（pass through）」という言葉も頻繁に用いられ

る。たとえば，複数の個人が民法上の組合契約

を結び，共同事業を行うために出資を行ったと

する。このとき，この共同事業から利益が生じ

たとしても，組合に対して法人税はかからない。

組合の損益は構成員ひとりひとりに帰属し，そ

れぞれの所得税の対象となる。組合の損益が組

合組織を「通り抜ける」という意味で，これを

「パス・スルー課税」と呼ぶ。パス・スルー課

税について重要なことは，それが現実の金銭の

支払いを要件としないことである。つまり，実

際に金銭が構成員に支払われたかどうかを問わ

ず，課税ルールの上では原始的に損益が構成員

に帰属する。

本稿では，「パス・スルー課税」を上の「導

管課税」と同じ意味で用いることにし，組織の

段階で課税の対象としない取り扱いを指すもの

とする。

ところで，この「パス・スルー」という概念

についても，論者によって広狭さまざまの用い

方がなされている。本稿と異なる用語法を２例

あげておこう。

第１に，特定目的会社（SPC）に関する課税

ルールを，パス・スルー扱いと呼ぶことがある３）。

これは，いったん課税の対象とするが，損金算

入により結果的に課税の対象から除かれる扱い

を，広くパス・スルーととらえる用法である。

もっとも，SPC等にかかる損金算入方式の場

合には，いったん法人税の納税義務を負うもの

としたうえで，実際に支払った部分についての

み課税の対象から除く。したがって，本稿の「パ

ス・スルー」の定義には該当しない。むしろこ

のような扱いについては，払い出した部分につ

いて課税対象から除外するという意味で，「ペ

イ・スルー（pay through）」という用語をあて

ておきたい。

パス・スルーとペイ・スルーは次の点で区別

される。パス・スルーの場合，現実の分配の有

無を問わず，所得が構成員に帰属するという構

成である。したがって，稼得した所得を組織の

内部に留保していたとしても，構成員に対して

課税する。これに対し，ペイ・スルーの場合に

は，実際に払い出されたことに着目し，組織の

段階における課税対象から除外する。ゆえに，

内部留保された部分については組織の段階で課

税を受けることになる。このように，ペイ・ス

ルーの場合には，いったん組織の段階で課税の

対象としたうえで，現実の現金その他の資産の

払い出しをとらえて，課税の対象から除外する

２）田邊昇『投資ファンドと税制』５９頁（２００２）は，損金算入方式をとる各種投資ファンドの扱いを「導管的
な取り扱い（conduit treatment）」と呼んでいる。

３）森信茂樹「多様な事業体と税制を考える（下）」資本市場２１２号９頁（２００３）は，多様な事業体に対する課
税方式として３つのもの（組合課税・SPC課税・法人課税）があると整理したうえで，前二者を「パス・ス
ルー」として括ることも可能であるとする。

表３ 損金算入方式の例

保険会社の契約者配当（法人税法６０条）
協同組合等の事業分量配当等（法人税法６１条）
特定目的会社の支払う利益の配当（租税特別措置法６７条の１４）
投資法人の支払う金銭の分配（租税特別措置法６７条の１５）
特定目的信託の利益の分配（租税特別措置法６８条の３の３）
特定投資信託の収益の分配（租税特別措置法６８条の３の４）
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のである。

第２に，「パス・スルー」という言葉の意味

として，組織段階で稼得した所得の性質を構成

員に伝達する，ということを含めることがある４）。

ここで所得の性質を伝達するとは，次の意味

である。たとえば，複数の個人が民法上の組合

を組成し，組合を通じて各種金融資産への投資

を開始したとする。そして，組合財産の中に公

社債が含まれていたものとすると，組合がこの

公社債の利子を受け取るとき，組合の段階では

課税の対象とならない。当該受け取り利子は，

組合の個人構成員に原始的に帰属するものとし

て課税される。そこでその場合，組合の段階で

利子であったという性質を伝達すれば，個人の

段階においても利子所得と性質決定される。性

質を伝達しないならば，事業所得や雑所得とい

った別の類型の所得と性質決定される可能性が

出てくる。これが，所得類型との関係で性質の

伝達が問題となる例である。

確かに，パス・スルーとは「通り抜ける」と

いうことであるから，組合レベルの所得の性質

をそのまま構成員に伝達することを含意させる

用法には，違和感がない。しかし，伝達すべき

か否かが問題となる属性には多くのものがある。

上の所得類型との関係のみならず，源泉徴収さ

れた税額に関する税額控除の可否や，国外活動

から生ずる国外源泉所得の性質の伝達など，さ

まざまな論点を含んでいる。しかもそれぞれに

ついて伝達の仕方は様々である。そのため，ど

の属性をどのように伝達するかまでを考慮に入

れてしまうと，パス・スルーであるかないかが

一義的には定まらなくなる。

そこで本稿では，パス・スルーという用語を，

必ずしも所得の性質を構成員に対してそのまま

伝達することまでをも必要とするものではない，

という意味に定義しておく。この定義によると，

民法上の組合に関する現行所得税基本通達の扱

いのすべてが，ひとくくりにパス・スルー扱い

と呼べることになる。

換言すれば，本稿ではパス・スルーという概

念をもっぱら課税のタイミングに着目して定義

する。組織で所得が発生した時点において，現

実の金銭の支払いを要することなく，構成員な

いし利害関係人に対して課税される扱いを指す

のである。この要件を満たすのがパス・スルー

扱いであり，さらにその中で，所得の性質をそ

のまま伝達するもの（例，利子を利子と分類す

る）や，変換するもの（例，不動産所得を配当

に分類しなおす），効果に制限を加えるもの（例，

源泉徴収税について税額控除を否定する），と

いう具合に扱いが分かれることになる。

（４） 課税上透明

似た概念として，「課税上透明（fiscally trans-

parent）」という言葉を用いることもある。やは

りここでも，組織の段階で課税の対象にするか

どうかが主な着眼点である。さらに，国際課税

の領域で，租税条約の援用適格性を判断する場

合，租税条約上の「者」にあたるかといった形

で用いられることもある。半透明（translucent）

という言葉と区別する場合もある。

しかし，「課税上透明」という概念は視覚的

比喩に訴えるものであり，多義的である。しか

も，この概念を用いなくても以下の論述に差し

障りがない。そのため，ここでは特に定義を与

えないこととする。

（５） まとめ

この分野における近年の研究業績は，「法人

か個人か」の二分法に代えて，さまざまな組織

体に適合的な課税ルールを用意すべきであると

主張している５）。以下で論ずるように，本稿は

この主張に賛成である。

この主張を上の定義との関係で捉え直すと，

４）川端康之「SPVをめぐる課税のあり方」租税法研究３０号６６頁（２００２）。
５）佐藤英明「新しい組織体と税制」フィナンシャル・レビュー６５号９３頁（２００２），佐藤英明「法人課税をめ
ぐる問題状況――研究ノート」国際税制研究６号１０８頁，１１５頁（２００１）。
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次の点が重要である。すなわち，「導管課税」

や「パス・スルー課税」の定義を明らかにする

ことは，土俵を設定することに相当する。その

内容をどう制度設計するかが，勝負どころであ

る。

ところで，多様な組織をめぐる課税ルールを

設計するにあたっては，利害関係者の権利義務

に即して課税ルールを組み立てるべきである。

これが本稿の中心的主張である。しかしまず，

この点について論ずる前に，節を改めて，法人

税根拠論との関係を鳥瞰しておこう。

Ⅲ．法人税根拠論との関係

法人税の根拠をどう考えるかという問題と，

多様な組織形態をどう扱うかという問題とは，

相互にいかなる関係にあるか。

Ⅲ－１．代替的構想

かねてより，中長期的な構想として，現行法

人税制を抜本的に改革し，全く異なる課税ベー

スや課税方式をとるものに置き換える可能性が

語られてきた。それでは，こういった各種の代

替的構想の下では，多様な組織形態の扱いにつ

いてどう考えればよいのだろうか。４つの例で

考えてみよう。

（１） 消費型付加価値税

第１に，現行の法人所得税を消費型付加価値

税に代替する場合はどうか。このとき，付加価

値税の納税義務者は，現行消費税法がそうであ

るように，「事業者」としておけば足りよう。

従って，組織形態の如何にかかわらず，「事業

者」について同じ課税ルールを適用すればそれ

で済む，ということになりそうである。租税根

拠論との関係でも，とくに株式会社だから付加

価値税の課税の対象にする，といった論理的な

関係は必ずしもないはずである。ましてや，事

業組織をとりまく利害関係者との間で，所得税

と法人税の統合に類した何らかの調整を行う必

要も，消費型付加価値税の場合には特に見いだ

しがたい。

（２） Flat Tax

第２に，Hallと Rabushkaの Flat Taxの場合

はどうか。Flat Taxは，賃金税と事業税（busi-

ness tax）を組み合わせる。ここで「事業（busi-

ness）」とされているものには，会社も個人事

業も含まれる６）。この構想においてパートナー

シップや公益法人などをどう扱うかは必ずしも

詳しく述べられてはいない。しかし，事業段階

で課税する目的は，事業から生ずる所得を源泉

で捕捉するためである。そうだとすると，問題

になるのは「事業」にあたるかどうかであって，

組織形態の如何ではない，という整理が可能で

あろう。

（３） CBIT

第３に，米国財務省が１９９２年報告書で示した

CBIT（包括的事業所得税）はどうか７）。CBIT

は，組織の規模や法的形式にかかわらず，すべ

ての事業に適用される。従って，個人事業も，

パートナーシップも，S法人も，その他の事業

組織も，すべて CBITの対象となる。その上で，

例外的措置として，粗収益１０万ドル以下の小規

模事業を課税対象から除外するというプロトタ

６）Robert E. Hall and Alvin Rabushka, The Flat Tax（２nd edition,１９９５）, at６０－７０.

７）Report of the Department of the Treasury on Integration of the Individual and Corporate Tax Systems, Tax-

ing Business Income Once（１９９２）, Chapter ４C and H.
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イプが示されている。この構想は，まさに包括

的に「事業」をとらえ，組織形態を問わず課税

の対象に取り込むものである。

もっとも，CBITの下でも，一定の組織につ

いては特別の措置を講ずるものとされている。

たとえば，投資のための一定の組織（RIC,REIT,

REMIC）には，支払配当の損金算入（ペイ・

スルー）が認められる。また，協同組合は，事

業分量配当を損金算入できる。これらの例から

は，組織形態の違いによって課税ルールの違い

がもたらされているように見えなくもない。

しかし，ここで問題とされているのは，CBIT

の通常の課税ルールと，ペイ・スルーの課税ル

ールとの比較である。つまり，CBITの場合，

事業体レベルで支払利子や支払配当は一律に課

税ベースに含まれ，組織の構成員が利子や配当

を受け取ると非課税とされる。これに対し，ペ

イ・スルーの場合，損金算入によって事業体レ

ベルでは課税の対象から除外され，構成員段階

で課税に服する。従って，このいずれを採るか

で，課税のタイミングや適用税率が異なる。そ

の点を考慮して，RICや協同組合の経済的機能

に即した課税ルールを設けようとしているので

ある。組織の法的形式ではなく，経済的機能を

重視しているというべきであろう。なお，金融

仲介機関に対する CBITの適用についても，同

様の考慮が必要である。

（４） キャッシュフロー税

第４に，キャッシュフロー税についてはどう

か。法人所得税をキャッシュフロー税に組み替

える提案は，個人所得税を支出税に改変する提

案と組になっている。いま，企業段階でキャッ

シュフロー税を課す理由が，レントに課税して

も企業行動に影響を及ぼさないということだと

しよう。となると，組織形態との関係では，特

定の組織形態を採用することに伴ってレントが

発生するかどうかが，課税ルールの設計上意味

をもつことになるだろう。重要なのは，ここで

も，組織の形態そのものが決め手となっている

のではないことである。レントの有無が問題に

なっているにとどまる。

（５） まとめ

以上簡単に概観したように，現行法人税制に

対する代替的構想の中には，組織形態にかかわ

らず同じ課税ルールを指向するものがみられる。

たしかに，特段の理由がない限り，同様の事業

を営む主体に対しては組織形態にかかわらず同

じ課税ルールを設けるというのが自然である。

その意味では，抜本的改革のためのさまざまな

構想が組織形態の多様性をあまり問題にしない

ことは，理解できる面がある。ただし，それら

の構想が青写真の段階をこえてさらに一歩現実

化した場合には，金融仲介機関や各種投資媒体

をはじめとして，特別のルールを用意する必要

が生ずるかもしれない。

Ⅲ－２．収益事業への独立税

（１） 収益事業課税

次にやや角度を変え，現実に存在する法人税

制により接近して考えてみよう。議論の糸口は

あちこちに存在するが，ここではいわゆる収益

事業の課税に注目する。

現行法人税法は，内国法人に対して，各事業

年度の所得に対する法人税を課することとして

いる（５条）。その上で，内国法人である「公

益法人等」および「人格のない社団等」につい

て，各事業年度の所得のうち収益事業から生じ

た所得以外を非課税としている（法人税法７条）。

つまり，これらの組織形態については，収益事

業から生じた所得のみが課税の対象とされてい

る。

（２） 第１説――租税優遇措置

この規定振りからすると，次の理解が可能で

ある。まず原則として，内国法人には全所得に

課税する。しかし例外として，「公益法人等」

と「人格のない社団等」については，非収益事

業所得を課税の対象から除外した。つまり，「公

益法人等」についても本来は全所得課税が原則

であるが，非収益事業からの所得をわざわざ課
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税除外した，という理解である。

この理解によれば，非課税にしていることは

例外的措置ということになる。本来課税すべき

ところを課税しないという意味で，租税優遇措

置と考えるわけである。このように考えた場合，

「公益法人等」に対する課税は，普通法人に対

する課税と出発点においては同じ理屈に基づい

ており，両者の間に不連続は存在しない。あく

まで例外的な優遇措置を与えたことの結果とし

て課税ベースが狭くなっているにとどまる。こ

れを第１説と呼んでおこう。

（３） 第２説――収益事業への独立税

これに対し，規定振りからはやや離れるが，

異なった見方も成立しうる。沿革をたどると，

公益法人に対する課税が開始したのは，昭和２５

年のシャウプ税制においてであった。それまで

は，公益法人に対しては一切法人税がかからな

かった。そして，収益事業課税が開始したとき，

何が「収益事業」にあたるかを判断する基準と

しては，旧営業税のそれが用いられた。ここか

ら，次のような立論が可能となる。すなわち，

「公益法人等」の収益事業から生ずる所得に課

税するのは，収益事業に対して積極的に課税を

行おうとするものである，という立論である。

こう考えるとき，収益事業課税の根拠はかつ

ての営業税の系譜をひきついでいるということ

になる。つまり，「公益法人等」に関する課税

ルールは，普通法人に関する課税ルールとは異

なる理由によって設けられている。ということ

は，同じ法人税法の中に，課税根拠を異にする

２つの租税が混在している，とみることになる。

この見方を第２説と呼ぶことにする。

（４） 各説の比較・その１

第１説と第２説は，異なる発想にたつ。そこ

で，それぞれの説を展開すると，興味深い帰結

が生ずる。

その１として，議論の構造が異なってくる。

第１説の下では，公益法人等についても普通

法人と同じ課税根拠に基づく同じ法人税が課さ

れており，単に優遇措置を与えているにすぎな

い。となると，第１説に対しては，特定の組織

形態に対して租税優遇措置を与える理由が問わ

れることになる。

これに対し，第２説の下では，公益法人等に

対する課税は，普通法人に対するのとは異なり，

いわば収益事業に対する独立税である。全所得

課税から後退しているわけではない。ここでは

むしろ，収益事業をとらえて課税する理由が問

われることになる。

なお，ここで両者に共通する点を付言する。

いずれの考え方についても，前提として公益法

人等を普通法人から区別し，それに特別の地位

を認めている。この前提自体が実は問題である。

この点，公益法人等の中でも特に宗教法人につ

いては，近代国家成立に至る歴史的経緯や憲法

上の考慮などから，国家に対して一定の特権を

主張できるといった立場が全く成立しえないわ

けではない。しかし，中間団体が国家に主権を

譲り渡した後にいかなる特権が残ると考えるべ

きか。これは難問である。

（５） 各説の比較・その２

その２として，憲法との関係についても異な

る理解が生ずる。

第１説の発想を突き詰めると，非課税とする

ことは補助金を与えていることに等しい。そう

考えると憲法８９条との適合性が問題となりうる。

たとえば，宗教法人の非収益事業所得を非課税

にしていることは，「公金その他の公の財産」

を，「宗教上の組織若しくは団体の使用，便益

若しくは維持のため」に「支出」していること

にあたらないか，といった問題である。この点，

「支出」というからには，現金の交付に準ずる

経済的価値の移動を必要とすると考えるのが通

常の発想である。しかし第１説によると，課す

べき租税を課さないことは「公金」を「支出」

したことに等しい，と解する余地が出てくるの

である。さらに，憲法２０条１項後段の「いかな

る宗教団体も，国から特権を受け」てはならな

い，という規定との関係も問題となりうる。
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これに対し，第２説では，収益事業に対して

積極的に課税していると考える。そこで，その

ことが国家による干渉にあたらないかどうかが

問題となりうる。たとえば，宗教法人の営む収

益事業に対して課税することは，憲法２１条１項

の結社の自由や，２０条１項の信教の自由との関

係で，不当な侵害にあたるのではないか，とい

った問題である。もっとも，結社の自由につい

ていえば，現行法人税法は，結社を禁圧する立

法目的をもつわけではなく，しかも，収益事業

課税の程度もネットの所得に２２％の課税を行う

にとどまる。信教の自由についていえば，公益

法人等一般について同じルールを用意し，収益

事業という世俗的な基準を一律にあてはめるこ

とにしている。言い換えれば，宗教法人のみを

ねらい打ちしているわけでもなく，あるいは，

特定の宗教活動のみを標的にして課税している

わけでもない。このように考えれば，第２説の

下でも，現行法が憲法の許容する枠内にとどま

っていると弁ずることが可能であろう。

（６） 各説の比較・その３

その３として，社員との関係でも違いがでて

くる。

第１説によると，「資本の部」に関するルー

ルは，株式会社におけると公益法人等における

とを問わず，同じようにあてはめることになる

だろう。公益法人等に対しては課税ベースを狭

めるという優遇措置を法人段階で与えたにとど

まるからである。社員との関係で立法論上問題

になるのは，非課税にしたことの恩恵を社員に

伝達すべきかどうかという点である。

これに対し，第２説は，公益法人等には株式

会社とは別種の租税が課されているという考え

方である。これを徹底すると，現行法との間で

さまざまな不整合が生じうる。たとえば，公益

法人等に対する課税は，社員との関係を一切問

うことなく，収益事業に対して独立の物税を課

したものと構成する。となると，株主との関係

を規律する「資本の部」に関するさまざまな課

税ルールは，公益法人等については，無用の存

在であるということになりかねない。第２説が

法律の規定振りにそぐわないのも，現行法の理

解としてはやや不整合なところをかかえている

からかもしれない。

（７） 議論の射程

以上の第１説と第２説は，課税の根拠との関

係での整理である。ここから現実の制度設計へ

とつなげるためには，課税ルールが人々の行動

に与える影響をにらんで望ましいルールを語ら

ねばならない。

Ⅲ－３．個人所得税の前取り

組織形態のあり方が法人税制と最も密接に関

係してくるのは，個人所得税の前取りとして法

人税を考える場合である。この点，日本の現行

法人税制は，個人株主段階の所得税と株式会社

段階の法人税とを不十分にしか統合していない。

しかし，配当控除（所得税法９２条）の措置を設

けているから，所得税と法人税の調整を部分的

に行っているとみることもできる。これは，会

社段階の法人税を，個人株主に対する所得税の

前取りととらえる考え方と親和性が高い。

いま仮に，個人所得税の前取りとして法人税

を考えたとする。その場合，組織の利害関係者

の権利義務をどのようなものとして想定するか

が，課税ルールの設計上意味をもつ。たとえば，

法人税の課税ベースは，株式会社との関係でい

えば，株主（equityholder）のリターンとされ

ている。では他の組織形態との関係では，誰に

とってのリターンを課税ベースと構成すべきか。

またたとえば，法人税法の「資本の部」に関す

る精妙なルールは，株主と会社の間をつなぐ論

理的な橋のようなものである。では他の組織形

態の場合，「資本の部」に関するルールをどう

設計すべきか。こういった問題について，利害

関係者の権利義務との関係で検討する必要があ

る。

そこで以下では，検討対象をしぼりこみ，個

人所得税の前取りとして法人所得税を考えた場

合の，多様な組織形態に関する租税制度のあり
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方について検討を加えてみよう。

なお，本稿が利害関係者の権利義務に着目し

た検討を試みるひとつのきっかけは，企業組織

に関する Hansmannの研究８）に刺激をうけたこ

とにある。この枠組みは，事業の「所有（own-

ership）」に着目する。ここに「所有」とは，事

業を支配（control）する権利と事業の残余利益

（residual earnings）を取得する権利を意味する。

そして，事業の関係者のうち誰をこの意味にお

ける「所有者」とすべきかを，契約関係のコス

トと所有関係のコストとの総和を最小にする形

で決すべきである，とするのである。このよう

な角度から，Hansmannは，生産者が「所有者」

となる形態，顧客が「所有者」となる形態，非

営利事業と相互会社，といった米国の事業形態

について検討を進めたのであった。その後，

Hansmannの枠組みを用いて日本における企業

形態を分析する研究も現れている９）。

Hansmannのこの研究においては，税制のあ

り方自体にメスを入れ，望ましい課税ルールを

提言することはなされていない。むしろ，ある

課税ルールをとることが事業を取り巻く人々の

行動にどう影響し，それが組織形態のフォーマ

ットとどう関係するか，を問題としている。そ

の意味で，本稿とは問題意識やアプローチが異

なる。本稿は，所得税の前取りとして法人税を

考えた場合，課税ルールをどのように設計すべ

きかを検討する試みだからである。

Ⅳ．制度設計上の問題点

多様な事業組織に関する租税制度の設計にあ

たり，どのような点が問題となるか。まず組織

段階で課税の対象とすべきかどうかを決する基

準を述べたのち，課税の対象とする場合と，課

税の対象としない場合に分けて検討する。

Ⅳ―１．組織段階での課税の有無を決する基準

（１） 事業体の分類

多様な組織に目を配ってみると，「法人税」

という名称自体が，すでにして不正確であるこ

とを思い知らされる。というのも，現行法人税

法は，「人格のない社団等」や「特定信託」な

ど，「法人」でないものに対して，堂々と「法

人税」を課しているからである。つまり法人税

と名乗ってはいるものの，実際には，組織を実

体（entity）とみて課税の対象としているので

ある。その意味で，より正確には「エンティテ

ィー税」とでも呼ぶべきものである。

それでは，組織の段階で課税の対象とすべき

ものとそうでないものをどのように振り分ける

か。これが，事業体の分類（entity classification）

の問題である。

（２） 執行コストという判断基準

個人所得税の前取りとして法人税を位置づけ

た場合，事業組織の分類基準については，次の

方向で考えるべきであろう。

個人所得税から出発する場合，どのような組

織であれ，パス・スルー課税によって個人に所

得を帰属させることが素直な解決である。しか

し，組織の形態によっては，パス・スルーの課

税ルールを採用すると，執行コストが過大とな

ってしまう。たとえば，利害関係者の権利義務

が複雑な場合，組織の稼得する損益を税務上ど

のように利害関係者に割り当てるべきか，解決

が難しくなる。また，上場会社の株主のように，

８）Henry Hansmann, The Ownership of Enterprise（１９９６）. 紹介として，神田秀樹「学界展望」国家学会雑誌
１１２号５・６号６３１頁（１９９９）。
９）藤田友敬「企業形態と法」岩波講座現代の法７『企業と法』３５頁（１９９８）。
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利害関係者が多数存在しその人的構成が時々

刻々と変動する場合，パス・スルー課税は実際

上執行することが困難である。そこでそのよう

な場合には，個人所得税の代替として，組織の

段階でいったん「法人税」を課すことが便宜に

かなう。このように，個人所得税の前取りとし

て法人税を構想する場合には，「パス・スルー

課税ルールを採用したときの執行コストが過大

になる場合に組織の段階で課税する」という基

準によって課税ルールを設けることが理にかな

っている。

この基準について大切なことは，執行コスト

という租税政策上の考慮によって判断を行う点

である。裏をかえすと，法人格や法主体性とい

った私法上の概念から出発し，そこから課税の

対象とするか否かを考えるやり方とは，一線を

画す。租税目的を考慮することなく，租税以外

の性質に基づいて組織を区別するいかなる租税

上の基準も，恣意的になってしまうからである。

執行コストが過大となるかどうかは，資本市

場の発展状況や，徴税技術の進化の度合いによ

って，決まってくる。そこで，この基準を具体

化する際には，立法裁量の幅が生ずる。たとえ

ば，現行法人税法の下で，合名会社は組織の段

階で課税の対象とされている。しかし，合名会

社の内部関係は民法上の任意組合とほとんど異

ならないということもできる。ゆえに執行コス

トの観点からは，合名会社の社員構成が比較的

安定しており，かつ，権利義務の内容が単純で

あるといった事情が認められる場合には，パス

・スルー課税ルールの適用下におくことを検討

してしかるべきであろう。逆に，社員相互間の

権利義務の内容がきわめて高度に複雑化し，パ

ス・スルー課税が難しい状況に立ち至ったとす

れば，組織の段階で課税する方式のほうが望ま

しい。このように，執行コストという判断要素

を具体化する中で，組織段階で課税の対象とす

べきか否かを検討すべきである。

執行コストが過大となるか否かという基準は

具体化を必要とするため，立法者に対して必ず

しも一義的な結論を提示するものではない。た

だし，同じ基準をとる以上，そのあてはめの結

果は不統一であってはならないだろう。たとえ

ば，民法上の任意組合と商法上の合名会社につ

いて，それぞれの組織における社員相互の関係

が同様であるとするならば，執行コストが過大

となるか否かの判断は任意組合と合名会社とで

足並みを揃えるべきであろう。つまりこの場合

には，任意組合を法人税の対象とするのであれ

ば合名会社もそうすべきであるし，任意組合に

ついてパス・スルー課税方式を採用するのであ

れば合名会社についても同じように扱うべきで

ある。この両者については徴収納付手続の面で

執行コストに差異が生ずる可能性も否定できな

いが，決定的とはいいがたい。

このように，組織の段階で課税の対象とすべ

きか否かを決する基準としては，パス・スルー

課税を採用した場合の執行コストを基本にすえ

て考えるべきである。ちなみに，振り分けを納

税者の選択に委ねる方式（米国の check-the-box

規則のような方式）は，パス・スルー課税ルー

ルが未整備な日本の現状においては，必ずしも

適当ではない。

（３） 付随的考慮事項

これに加え，租税政策上の考慮としては，課

税のタイミング，税率構造，損失の利用可能性，

といった点をどこまで加味すべきかが問題にな

る。この点，次に述べるように，パス・スルー

課税の採用が減税を意味するか増税を意味する

かは条件により異なる。従って，これらの点は

付随的な考慮事項とすべきであろう。

現行課税ルールからパス・スルー課税への移

行は条件により減税にも増税にもなりうる。こ

のことを単純な設例で示したのが，設例１であ

る。

この設例では，赤字を計上している合名会社

に対してパス・スルー課税の方式を導入すると，

赤字を即時にパス・スルーして損益通算できる

ことになり，その範囲で減税となる。ところが，

少し条件を変えて，同じ合名会社が黒字を計上

していれば，黒字がパス・スルーされる。もし
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夫 妻

合名
会社

合名会社段階の適用税率よりも個人社員段階の

適用税率が高ければ，その限度で当該年度にお

いて増税となる。このように，条件によって減

税か増税かが変わってくる。ただしこれは，当

該年度に限っての話である。

この点については，パス・スルー事業体は法

人税の対象とされないから，納税者にとって税

金の面で得である（＝課税庁にとって損である），

と思いこみがちである。たしかに，ふつうの株

式会社であれば，会社の段階で１回法人税がか

かり，税引後の利益を個人株主に配当したらさ

らにもう１回所得税がかかる。そこで，パス・

スルー事業体になれば法人税がかからない分だ

け税金が安くなる，と考えてしまうわけである。

しかしこれは誤解以外の何者でもない。上の設

例から明らかなように，正しくは，課税のタイ

ミングや，適用税率，所得分類などによって投

資者にとっての税引後リターンが違ってくるの

である。

なお，一般論としていえば，パス・スルー課

税は，個人所得に対する累進税率構造と相性が

良い。組織の稼得する所得を個人構成員にパス

・スルーさせると，個人税率を適用できるから

である。これに対し，事業組織の段階で代替的

に課税すると，個人税率でなく，事業体に対す

る税率で課税することになってしまう。これで

は，事業体が所得を稼得した時点で，個人に適

用すべき累進税率構造をあてはめることができ

ある合名会社がパン屋を営んでいるとする。業績は悪くない。しかし，会社の売上高の大部

分は家族従業員に対して給与として支払われており，会社は赤字を計上している。合名会社の

持分は夫と妻が半分ずつ所有しているが，赤字のため利益の分配はない。

現行法の下で，合名会社は法人税の納税義務者とされている。そこでこの合名会社は法人税

の対象となるが，支払給与を損金に算入することができる。この例では売上高の大部分が給与

として支払われており，法人所得の算定上，欠損金を計上することになる。給与を受け取る従

業員は，それぞれに給与所得控除や基礎控除などを利用した上で，課税最低限を超える場合に

１０％からはじまる個人税率を適用する。

現行法を改正し，合名会社にパス・スルー課税方式を採用したらどうなるか。パス・スルー

課税の場合，会社段階で法人税が課されることはない。合名会社の損益は，社員である夫と妻

に帰属するものとして課税される。いま，パス・スルーすべき損益の計算方法として，法人税

の所得計算と同じ方法をとったと仮定しよう。するとこの例では，夫と妻の個人所得の算定上，

損失が帰属する。これがたとえば事業所得の損失とされたならば，組合事業から受け取る給与

にかかる給与所得１０）と損益通算できることになる。

１０）最判平成１３年７月１３日判例時報１７６３号１９５頁の考え方に従えば，パス・スルー課税の下においても，家族
従業員が雇用関係に基づいて合名会社から受け取る給与を給与所得に分類することは十分に可能である。

設例１ パス・スルー課税への移行

多様な事業組織をめぐる税制上の問題点

－１０７－



ない。

（４） 税引後リターンへの影響

このような関係を簡単な数式で表したのが，

Scholesの有名な式である１１）。これは，事業に

投資する個人の観点から，税引後のリターンが

どうなるかを示すものである。具体的には，１

単位の投資を行ったとき，n年後にどれだけ返

ってくるかを，数式で書いたものである。大文

字の Rが税引前収益率で，tpが個人の適用税

率，tcが法人税率，tcgがキャピタルゲイン税

率であるとする。

まず，パス・スルー課税の場合には，毎年個

人税率で課税されるので，税引後収益率が

R（１－tp）

となる。そして，それが毎年増殖していくため，

n年後には，それを n乗した金額が個人投資家

にとっての税引後リターンとなる。

パス・スルー課税の場合 ［１＋R（１－tp）］n

つぎに，組織の段階で課税する場合はどうか。

この場合についてはさらにいろいろな可能性が

ありうる。ここでは，事業が継続する限りは一

切配当を支払わずすべて内部留保する，という

シナリオで考える。そして，n年後に事業を解

散して残余財産を払い戻し，しかもそれは，投

資者個人の段階ではキャピタルゲイン税率で課

税されるものと仮定する。このとき，毎年の事

業利益が法人税率で課税されるので，それを内

部留保していくと，n年後には

［１＋R（１－tc）］n

となる。そして，残余財産を払い戻す n年後の

時点で，個人の段階において，キャピタルゲイ

ン税率で課税される。その税額は，１単位資本

を投下して，［１＋R（１－tc）］nが返ってきたの

であるから，

［１＋R（１－tc）］n － １

に tcgをかけた金額となる。

tcg × ｛ ［１＋R（１－tc）］n － １ ｝

そこで，［１＋R（１－tc）］nからこの税額を差し

引くと，個人投資家にとっての税引後のリター

ンが得られる。式を整理して，下のようになる。

［１＋R（１－tc）］n

－ tcg × ｛ ［１＋R（１－tc）］n － １ ｝

＝ ［１＋R（１－tc）］n×（１－tcg） ＋ tcg

以上をまとめると，表４となる。

（５） 式の意義と限界

この式は，投資家の観点からみて，課税ルー

ルが税引後リターンに対してどのような影響を

もつかを統一的に計測するものである。これを

用いることによって，税引後リターンに影響を

及ぼす変数とその働きが明確に分かる。さらに，

式を若干改変すれば，損金算入方式をとる特定

目的会社や投資法人などについても，税引後投

資リターンを求めるための式を導出することが

できる。

もっとも，この式には，いくつかの限界があ

１１）Myron S. Scholes et al., Taxes and Business Strategy : A Planning Approach, Chapter ４（２００２, second edi-

tion）.

表４ Scholes の式

パス・スルー課税の場合 ［１＋R（１－tp）］n

組織段階で課税する場合
（全額内部留保のシナリオ）

［１＋R（１－tc）］n ×（１－tcg） ＋ tcg
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る。

第１に，上の説明から明らかなように，この

式はありうべきシナリオのひとつを表すものに

すぎない。株式会社なら株式会社という同じ組

織形態を利用し，同じ課税ルールを適用してい

たとしても，資金調達や投資のやり方について

シナリオを変えれば，異なる式になる。その意

味で，現実の企業行動をとらえるためには，よ

り複雑な条件を想定して補う必要がある。

第２に，ここでなされているのは，異なる組

織形態について異なる課税ルールが適用される

ことを所与の前提とした記述的分析である。言

い換えれば，「なぜそのような課税ルールをと

っているのか（課税ルールそのものの合理性の

検証）」あるいは「どのような課税ルールを設

計すべきか（規範的提言）」については，ほと

んど手がかりを与えない。せいぜい，税引後リ

ターンのばらつきを小さくする方向の税制改正

を示唆する程度であろう。なおこの点について，

Scholesらの書物は，ばらつきが生ずる範囲で

租税裁定が生ずるメカニズムを明らかにしてい

るだけであり，租税裁定がアプリオリに悪であ

るという前提はとっていない。

第３に，この式はあくまで投資者の視点から

みた税引後リターンを示すものである。これに

対し，経営者の観点からは，会社段階のみでの

税引後キャッシュフローに着目することにこそ

意味があるかもしれない。このような視点の違

いは，たとえば特定目的会社に関する損金算入

方式の評価に影響する。投資者の観点からする

と，会社段階で結果的に課税を免れたとしても，

それに加え投資者段階の課税を考慮に入れたと

ころで，税引後リターンが問題となる。これに

対し，特定目的会社の経営にあたる者からみれ

ば，投資者段階でどう課税されるかはともかく，

まずは特定目的会社の段階で税引後キャッシュ

フローがどうなるかが問題である，ということ

になるかもしれない。

Ⅳ－２．組織段階で課税の対象とする場合

（１） ２つの着眼点

事業組織の段階で課税の対象とする場合，制

度設計上，さまざまな点が問題となる。ここで

はその中で特に重要な着眼点として，課税ベー

スの構成と，その裏としての「資本の部」の扱

いをあげておきたい。

第１の着眼点は，課税ベースをどう構成する

かである。株式会社に対する法人税を個人所得

税の前取りと考えた場合，個人株主への課税の

代替として法人税の課税ベースを設計するのが

自然である。すなわち，法人所得は，株主（eq-

uityholder）のリターンを課税ベースとしてい

る。こうすることによって，個人株主に対して

配当を払い出さなくても，会社が利益を稼得し

た時点で，個人株主税の前取りとして法人税が

かかることになる。そして，法人税の課税ベー

スを株主にとってのリターンと構成するための

制度的な仕掛けが，「資本等取引」を損益計算

から除外するという法技術的な仕組み（法人税

法２２条）に他ならない。以上が株式会社につい

ての説明である。問題は，同じことが他の事業

組織について妥当するかどうかである。たとえ

ば中間法人のように，基金に対して拠出を行う

者と，社員として議決権を有する者とが，制度

的に分離することが予定されている場合には，

同じ理屈があてはまるかどうか検討する必要が

ある。

第２の着眼点は，いわゆる「資本の部」の扱

いである。換言すると「資本等取引」に関する

課税ルールのことであり，これは課税ベースの

構成と裏腹の関係にある。この点について，特

に平成１３年改正以降，株式会社に関する商法改

正に並行して，「資本積立金」や「利益積立金」

に関する課税ルールが整備されてきた。この立

１２）明確化されたとはいえ，むろん今後とも，株式会社の課税について多くの問題が生ずるであろう。たとえ
ば，種類株の改正をはじめとして株式制度が柔軟化し，会社法上の「資本」制度の見直しが進む中で，資本
等取引に関する課税ルールの中核的な構造にゆらぎが生じてくる。この点については，渡辺徹也「企業組織
再編税制」租税法研究３１号５４頁（２００３）。
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表５ 法人数等の状況

区 分 法人数

所 得 金 額

利 益 欠 損

事業年度数 金 額 事業年度数 金 額

内

国

法

人

普

通

法

人

会 社 等
２，７５６，１５５ ７７８，５５７

百万円
３８，０４０，３５９２，００６，８８８

百万円
２２，８９１，０４５

企 業 組 合 １，７７１ ４６０ ３，０６７ １，３４１ ２，９２２

相 互 会 社 １６ １０ ８６３，９９８ ８ ３９３，７０８

医 療 法 人 ３３，７６１ ２２，７２８ ８７１，６１２ １１，１４６ ７２，２４６

特 定 目 的 会 社 １３８ ５４ １３３ ９４ １，０５９

小 計 ２，７９１，８４１ ８０１，８０９３９，７７９，１６９２，０１９，４７７２３，３６０，９８０

人 格 の な い 社 団 等 ９，４９８ ４，７９５ １２，７３９ ４，７９０ ３４，３４６

協

同

組

合

等

農 業 協 同 組 合 及 び 同 連 合 会 ４，２９２ ２，３１６ ５３０，０７３ ２，０６９ ５５，２６８

消 費 生 活 協 同 組 合 及 び 同 連 合 会 ８３７ ４７９ ６８，８９３ ３７２ ７，６２９

中小企業等協同組合（企業組合を除く） ２１，５２９ １２，１９３ ８０，８９６ ９，６８８ ２４７，９９４

漁業生産組合、漁業協同組合及び同連合会 ２，８６１ １，４４２ １９，２６１ １，４３９ １７，６０１

森林組合、同連合会及び生産森林組合 ３，８３９ １，８５１ ８，７３０ ２，０８１ ２，３７７

そ の 他 ２０，９５５ １０，８６２ ６０５，１５８ １０，４５７ ３９４，４６３

小 計 ５４，３１３ ２９，１４３ １，３１３，０１２ ２６，１０６ ７２５，３３２

公 益 法 人 等 ２７，９５７ １４，８４８ ２４９，５９８ １３，１８１ ３４１，１２９

外 国 法 人 ４，０５７ １，０４４ ５９８，３０９ ３，０９１ ２１７，０２０

合 計 ２，８８７，６６６ ８５１，６３９４１，９５２，８２７２，０６６，６４５２４，６７８，８０７

この表は、平成１３年２月１日から平成１４年１月３１日までの間に終了した事業年度分について、平成１４年６月
３０日現在で作成したものである。
（出所） 国税庁ホームページ http : //www.nta.go.jp/category/toukei/tokei/h１３/houjin.htm

表６ 組織別・資本金階級別法人数（平成１３年分）

区 分 １，０００万円未満
１，０００万円以上
１億円未満

１億円以上
１０億円未満

１０億円以上 合 計 構成比

（組織別）
株式会社

社
―

社
１，０３９，１５３

社
２９，９２３

社
６，９９９

社
１，０７６，０７５

％
４２．２

有限会社 １，３０７，１２６ ８４，５３１ １，０７７ ５２ １，３９２，７８６ ５４．６

合名会社 ６，１８５ １，２１９ ２１ １ ７，４２６ ０．３

合資会社 ３１，０８４ ２，５９３ １９ １ ３３，６９７ １．３

その他 １４，８２５ ２３，２７４ ８５４ ６６ ３９，０１９ １．５

合計
（構成比）

１，３５９，２２０
（５３．３％）

１，１５０，７７０
（４５．１％）

３１，８９４
（１．３％）

７，１１９
（０．３％）

２，５４９，００３
（１００％）

１００
―

（出所） 国税庁ホームページ http : //www.nta.go.jp/category/toukei/tokei/menu/kaisya/h１３/０３.htm
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法作業のおかげで，株式会社と株主との取引の

扱いが，法令上大きく明確化された１２）。これに

対し，株式会社以外の事業組織について，「資

本の部」のルールをどう設計すべきかが問題で

ある。たとえば有限会社については，その商法

上の規律は限られており，株式会社に比べ定款

自治に委ねられる部分が大きい。そこから，い

くつもの論点が生ずる。

この２つ以外にも有益な着眼点は存在する。

たとえば組織再編成１３）や連結納税制度１４）との関

係などである。しかし，組織の段階で課税する

場合にまずもって検討すべきポイントが，課税

ベースと「資本の部」の設計である。そこで以

下では，この２つの着眼点から，３つの事業組

織に関する課税ルールを比較検討する。まず，

株式会社に最も近い例として有限会社をとりあ

げる。つぎに，社員と基金拠出者が分離する場

合として有限責任中間法人をみる。最後に，協

同組合に言及する。

なお，現在の日本における法人税の納税義務

者のデータは，表５の通りである。事業組織と

して，普通法人とくに会社等が大きな役割を果

たしていることが読み取れる。会社の中でさら

に細かくデータをとったのが，表６である。こ

こからは，数と出資金額の上で，株式会社と有

限会社の存在が圧倒的に大きいことが読み取れ

る。ただし，注意して数字を見れば分かるよう

に，医療法人や各種の協同組合をはじめとして，

一見非典型的とみえる組織がかなりの規模の経

済活動を展開している。

（２） 有限会社

有限会社の社員は，会社に対する最終的な支

配権（control）をもち，かつ，事業価値からあ

らゆる債務を支払った残余価値に対する権利

（residual claim）をもっている。出資の限度で

責任を負う点で株式会社の株主と同じであり，

まさに equityholderである。このような社員と

有限会社，他の利害関係者の関係をイメージす

ると，図１のようになる。

有限会社については，株式会社と同様の論理

にもとづいて課税ルールを組み立てることが比

較的容易である。すなわち，有限会社に対する

法人税の課税ベースを社員に生ずるリターンと

構成し，個人社員の所得税の前取りとして法人

税を課す。その裏として，有限会社と社員の間

の取引を「資本等取引」とする。さらに，有限

会社が他の有限会社や株式会社と合併するよう

な場合，株式会社の合併と同様の課税ルールを

用意する。

ところで，有限会社は次の点で株式会社と異

なる。有限会社社員の権利・義務内容について

は，株式会社における「株主平等の原則」に対

１３）１９９０年代半ば以降，企業組織の基礎的変更を容易にする法改正が続いた。平成９年に独禁法の改正により
純粋持株会社が解禁され，平成１１年には商法改正により株式交換・株式移転の制度が導入され，平成１２年に
は商法と有限会社法の改正により会社分割の制度が設けられた。この動きに法人税制も対応し，平成１３年に
は組織再編成に関する画期的な立法が実現した。この中で，株式会社の組織再編成に関する法律問題がます
ます重要になりつつある。加えて，株式交換・株式移転に関する税制上の特例（租税特別措置法３７条の１３の
２，６７条の９以下）を組織再編成に関する課税ルールの中にどのように整理回収するかが立法上の課題とな
っている。これに対し，株式会社以外の事業組織がそれぞれに合併したり，事業の一部を分割したり，異な
る組織形態に移行したりする場合については，課税ルールのあり方が本格的に論じられることは必ずしも多
くない。

１４）多様な事業体と連結納税制度との関係については，増井良啓「連結納税制度をめぐる若干の問題点（４・
完）――法人税制の変容を中心として」税研９４号９６頁（２０００）。

社員（equityholder）

有限
会社

他の利害関係者

図１ 有限会社のイメージ
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太郎 花子
出資比率は太郎１：花子４
分配比率は太郎１：花子１

有限
会社

応する原則は存在せず，むしろ「定款自治の原

則」が妥当する。したがって，「議決権，利益

配当，残余財産分配のように定款で別段の定め

をなすことが法律上認められた事項以外につい

ても，定款により出資口数に比例しない権利等

の定めをなすことは可能」であると考えられて

いる１５）。これを利益配当や残余財産の分配につ

いていえば，出資口数に関わらず全社員同額と

する，原始社員等特定の社員を出資口数以上の

割合で優遇する，優先持分など内容の異なる持

分を設ける，といったやり方が可能である１６）。

そこで，「資本の部」に関する課税ルールと

の関係で，設例２のような例が生ずる。

この設例から分かるように，有限会社の社員

が出資と比例しない形で利益配当を受けると，

各社員の置かれた経済的ポジションから乖離し

た形で，配当所得だけが切り出されて課税され

てしまう。あるいは，これは当然のことである

といいうるかもしれない。もともと配当所得と

は，会社から社員に現金が支払われるその移転

の時期をとらえて所得が「実現」したものとみ

るものだからである。しかし，配当所得をこの

ように構成するとき，暗黙のうちに念頭におい

ていたのは，出資に対して比例的に会社利益を

払い出す場合であったのではなかろうか。そし

て比例的な払い出しであれば持分の減価も比例

太郎と花子はある有限会社の社員である。太郎と花子の出資比率は１対４であり，しかし利

益配当や残余財産の分配については，定款によって１対１で同額とするものと定めている。こ

の定めに基づいて太郎と花子が５０ずつの利益配当を受けたとして，所得税法上ただちに配当所

得にあたると考えてよいか。

おそらく，現行法の解釈としては，有限会社法上の総会決議を経ていれば，この「利益配当」

も配当所得にあたると解するのが素直であろう。けれども，この例では，出資比率から乖離し

ている分だけ，相対的にみて太郎が得をし，花子が損をしていることになる。太郎と花子はそ

れぞれ５０の現金を受け取ると，合計１００の現金が会社から流出する。その分だけ社員持分の経

済的価値も減少するはずである。減少の割合は出資比率に応ずるから，太郎の持分は２０だけ，

花子の持分は８０だけ，それぞれ減価することになる。これらは持分という資産についての未実

現の損失となる。そしてそこまで含めて考えると，花子は５０の配当を受け取ってはいるものの，

持分が８０減価するから，結局３０だけ損をしていることになる。この３０は太郎の得になっている。

これが，会社利益を非按分的に分けたことの帰結である。

１５）江頭憲治郎『株式会社・有限会社法』１１９頁（第２版２００２）。もっとも，「当該定款の定めが，具体的な強
行法規もしくは有限会社の本質に反し，または公序に反するものであってはならず，かつ，社員の基本的な
権利を奪うものであってはならない」とされる。

１６）江頭・前掲注１５・１３８頁。

設例２ 有限会社からの分配

多様な事業組織をめぐる税制上の問題点

－１１２－



的となり，社員間に相対的な有利不利の問題は

生じないのである。これに対し，この例では比

例的でない場合を問題にしているのであって，

キャッシュの移転のみに着目すると，全体的な

ポジションを正確にとらえることができなくな

ってしまう。こう考えると，この例について「配

当所得」というカテゴリーをあてはめること自

体，実現主義にとらわれているといえなくもな

い。

なお，以上に連動する問題として，有限会社

の側で，払い出した金額を利益積立金額の減額

項目としてよいかどうかも問題となる。これに

ついては，非按分的な配当であっても，会社の

段階で稼得して法人税を納付済みの金額を払い

出したことに変わりはない。ゆえに，利益積立

金額にチャージすることが正当であろう。問題

はあくまで，社員相互の関係にある。

ちなみに，ここで例示した問題は，有限会社

のみに特有の問題というわけではない。程度の

差はあれ，株式会社についても，たとえば種類

株の多様化が進めば，顕在化するはずのもので

ある。

（３） 有限責任中間法人

平成１３年６月に中間法人法が制定された。同

法により設立される中間法人は，社員に共通す

る利益を図ることを目的とし，かつ，剰余金を

社員に分配することを目的としない社団である。

法人税法との関係では中間法人は普通法人とさ

れ，全所得に対して通常の税率で課税される。

中間法人には有限責任中間法人と無限責任中

間法人がある。このうち，有限責任中間法人は，

３００万円以上の基金を必要とする。そしてこの

基金の拠出者は，必ずしも社員と一致するわけ

ではない。これをイメージ図に描いたのが，図

２である。

有限責任中間法人の社員は，社員総会の議決

権をもつから，法人に対する支配（control）の

権利はある。しかし，社員に対する剰余金の分

配はそもそも予定されていない。残余財産の帰

属は定款の定めによる。社員は，有限責任中間

法人に対して経費を支払う義務を負うのみであ

り，基金に対して拠出する義務は負っていない。

これに対し，基金に対する拠出者が別途予定

されている。拠出者は議決権をもたない。ゆえ

に，有限責任中間法人においては，法人の責任

財産を拠出する者に，事業に対する支配（con-

trol）が与えられていないことになる。いわば

出資と支配が切断されているのである。この点

を利用して，不動産流動化のツールとして中間

法人が用いられることがある１７）。すなわち，不

動産の原保有会社が，不動産の保有・開発にあ

たる特別目的会社（SPC）をつくる。設立資金

は原保有会社が出すが，議決権を行使できない

よう，SPCの株式を中間法人がもつ形にする。

そして原保有会社は中間法人の基金拠出者とな

り，公認会計士が中間法人の社員となる。こう

することにより，原保有会社が議決権をもたな

いしくみができあがる。

このような構造であるため，基金は「一種の

外部負債であって，基金の拠出者の地位は，法

人の社員たる地位と結びついているものではあ

りません」と説明される１８）。その趣旨としては，

「資本制度は，社員が法人に対して出資を行い，

それに応じた持分を有する制度であり，その持

分の増殖により営利目的が実現される面がある

１７）朝日新聞２００３年６月６日金曜朝刊１３版「中間法人，意外な活用」によると，２００３年２月までの中間法人の
設立件数は業界団体を中心に２５３件であるところ，不動産の流動化やゴルフ場の運営などにも用いられてい
る。

社員 基金拠出者

中間
法人

他の利害関係者

図２ 有限責任中間法人のイメージ
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ので，中間法人の非営利性とは相容れないもの

です。…そこで，本法においては，保険業法上

の相互会社に関する規律にならって，法人の基

本財産を外部からの負債により調達しつつ，法

人の財産的基礎の充実・維持を図る制度である

基金制度を採用した」と述べられている１９）。

この説明からすると，基金は，利息を付すこ

とができないなどの定めを勘案しても，法人に

とっての負債（他人資本）であることになる。

しかし，当初の立法においては，有限責任中間

法人の貸借対照表においては，基金は，資本の

部に計上すべきものと規定された（中間法人法

６３条）。これをそのまま投影すると，法人税法

との関係でも基金を「資本の部」に属するもの

として扱うことになりそうである。これでは，

本来は負債（他人資本）であるものを自己資本

として扱ってしまうことになる。そこで立法直

後において，「このような性格の基金に対する

法人税法上の捉え方としては，資本取引と寄付

取引の両者の考え方が混在しているとみること

が妥当と考える」と主張されていた２０）。その後，

中間法人法６３条は削除された。

このように，有限責任中間法人においては，

社員と基金拠出者とが分離するため，「資本の

部」に関する課税ルールの適用に問題が生ずる。

この問題は，さらに，残余財産が社員に帰属す

る場合の「みなし配当」ルールの適用などに波

及する２１）。「資本の部」がきれいに確定できな

いということは，課税ベースの構成にも影響す

る。利害関係者のうち誰のリターンに対して法

人段階で課税しているのかがあいまいになるか

らである。

現在，非営利組織に関する制度改革に伴い，

中間法人に関する法制や税制は過渡期にある。

その中で，全所得に対して課税することの可否

について議論されることが多い。その際，人格

のない社団等との均衡からは，収益事業から生

ずる所得を課税ベースとすることが対案とされ

る。しかし課税ベースとの関係では，より構造

的な問題として，中間法人をめぐる利害関係者

の権利義務のありようが株式会社のそれと異な

っている点に留意すべきであろう。

（４） 協同組合

協同組合は，資金提供者（出資者）以外の取

引相手（顧客や生産者）に対して，企業の最終

的な支配権（control）と残余権（residual claim）

を与える組織形態である２２）。現在の日本には，

農業協同組合，中小企業等協同組合，漁業協同

組合など，さまざまの協同組合が存在する。こ

こでは，消費生活協同組合を素材として考えて

みよう。以下，消費生活協同組合を「生協」と

略称する。

生協は，その行う事業によって組合員に最大

の奉仕をすることを目的とする法人である２２a）。

営利を目的として事業を行ってはならないこと

とされている点で，株式会社と異なる。

生協の組合員は，出資１口以上を有しなけれ

ばならず，出資金額を限度として有限責任を負

う。また，組合員は，出資口数の多少にかかわ

らず，それぞれ一個の議決権と選挙権をもつ。

つまり，消費生活に関する事業の顧客を組合員

として，出資をさせかつ支配権を与えている。

これをイメージ図としたのが，図３である。

１８）相澤哲・杉浦正典編著『一問一答中間法人法』３６頁（２００２）。
１９）相澤・前掲注１８・３７頁。
２０）山下徳夫「中間法人創設と法人課税の在り方」税務大学校論叢４０号７７頁，１２３頁（２００２）。
２１）残余財産の分配をめぐる課税問題については，岩崎政明「中間法人・人格のない社団の残余財産の分配と
所得税」税務事例研究７４号２５頁（２００３）。

２２）従前より，大塚喜一郎『協同組合法の研究』３６２頁（１９６４）は，協同組合の法構造として「社員関係と顧
客関係の同一性」を指摘していた。

２２a）生協の歴史と現状については，兼子厚之「生活協同組合―くらしの協同システムとしての生協」富沢賢治・
川口清史編『非営利・協同セクターの理論と現実―参加型社会システムを求めて―』１９２頁（１９９７）。
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組合員は出資者であると同時に生協事業の顧

客である。このことを反映して，生協から組合

員への利益の分配は，株式会社と異なったルー

ルに服する。すなわち，組合の剰余金を割り戻

すときには，主として事業の利用分量によるも

のとされている。出資額に応じて割り戻すこと

も認められているが，その場合，年１割を超え

てはならない。

生協に対する法人税の課税ベースの構成は，

事業の顧客が組合員となるという建前に影響を

受けている。すなわち，法人税法上，生協は「協

同組合等」として，全所得に課税される。しか

し，事業を利用した分量に応じて組合員に分配

する金額は，損金に算入する（法人税法６１条１

項１号）。事業分量配当については，いったん

組織の段階で課税の対象としつつ，分配した部

分を損金に算入する方式をとっているわけであ

る。損金算入の理由は，事業分量配当が組合員

に対する割り戻しの性格を有することに求めら

れている。

事業分量配当を損金に算入するルールは，新

しいものではない。協同組合に対する損金算入

方式の採用は昭和１５年に遡り，その後，法人税

制の中に定着した。しかし，あえて突っ込んで

考えてみると，このルールにはやや不思議な点

がある。いま仮に株式会社と同じ論理を貫くな

らば，生協の組合員の置かれた地位は，株式会

社の株主が同時に顧客である場合と等しいもの

と考えられる（図４）。その場合には，株主が

配当を受ける場合，それはあくまで株主として

の地位に基づくものであって，顧客としての地

位に基づく受け取りと混同してはならない。と

すると，受け取った全額が配当所得として課税

されるべきはずのものである。同じことを会社

の側からみると，全額が資本等取引となるはず

である。割り戻しの性格をもつから損金算入を

認める，という理屈は株式会社の場合には出て

こない。

これに対し，何故に生協の場合には組合員に

対する割り戻しと考えるのであろうか。その理

由としては，法制度上，生協が営利を目的とし

ておらず，組合員に対して最大の奉仕を行うこ

とを目的としている点に求める他はないであろ

う。剰余金が生ずるのは顧客（＝組合員）に対

する価格設定のいわば見込み違いによるもので

あって，剰余金を事業利用分量に応じて分配す

るのは事後的な価格調整であるという説明であ

る。この説明の下では，益金が過大に計上され

た分を調整する手段として事業分量配当を損金

に算入するという理屈が成り立つ。そしてこの

ように考えれば，逆に，組合員との取引に基づ

かない源泉から剰余金が生じたとしても，その

分配は事業分量配当に該当せず，損金に算入で

きないことになる。

以上，生協を素材とした検討から分かるよう

に，事業分量配当に関する課税ルールは，組合

員が同時に顧客であるという構造を反映してい

る２２b）。まさに，事業組織をめぐる利害関係者の

２２b）大津地判平成１年５月８日行政事件裁判例集４０巻５号４３５頁は，事業協同組合から組合員への払戻しが事
業利用分量配当にあたらず資本等取引にあたるとした例である。なお，法人税法２条１７号ハおよび４６条につ
いても興味深い問題があるが省略する。

組合員＝顧客

生協

株主＝顧客

株式
会社

図３ 生協のイメージ

図４ 株式会社の論理をあてはめた場合
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権利義務の特質に対応する形で税制を組み立て

ているのである。

なお，協同組合等には，法人税法上，軽減税

率が適用される。この軽減税率を利害関係者の

権利義務の構造のみから説明することは困難で

ある。むしろ端的に租税優遇措置と考えるべき

であろう。

（５） その他の組織への含意

以上，有限会社，有限責任中間法人，協同組

合を素材として，利害関係者の権利義務に応じ

て，課税ルールが異なる形をとることをみた。

まとめると，表７のようになる。

同様にして，他の組織の課税ルールについて

考える場合にも，利害関係者に着目した検討が

可能である。たとえば，合名会社は，機能資本

家の結合形態として，民法上の任意組合とパラ

レルに考えることができる。合資会社について

は，機能資本家と無機能資本家の結合形態とし

て，匿名組合と比較しつつルール設計を行うこ

とが望ましい。人格のない社団等については，

対象となる組織における利害関係者のありよう

が不確定である点に，ルール設計の上で根本的

な難しさが残るであろう。

Ⅳ－３．組織段階で課税の対象としない場合

（１） 誰に所得が帰属するか

次に，組織の段階で課税の対象としない場合，

すなわち本稿で「導管課税」ないし「パス・ス

ルー課税」と呼ぶものについて，制度設計上の

問題を考える。パス・スルー課税をめぐる重要

な論点としては，所得の帰属，出資と分配，持

分の譲渡，組織の基礎的変更，租税回避防止な

ど，多くのものがある。その中でも最も基礎的

であるのが「誰に所得が帰属するか」という点

である。というのは，パス・スルーという以上，

利害関係者のうちいずれかの者に所得を帰属さ

せることを前提としているからである。帰属先

が誰であるかが決まらなければ，そもそもパス

・スルー課税を語ることはできない。

この視点から，以下ではまず，民法上の任意

組合における所得の帰属について考える。次に

これと対比する形で，商法上の匿名組合の課税

ルールを論ずる。最後に，信託法上の信託に言

及する。

任意組合・匿名組合・信託のいずれについて

も，契約によって比較的自由に利害関係者の権

利義務を形成できる。そのため，契約条項の置

き方によっては，相互に似通った機能を果たす

ことがある。しかも現実の取引との関係では，

当該契約がそれぞれの形態に該当するかどうか

自体がそもそも問題となる。しかし，この３つ

は，利害関係者の権利義務についてそれぞれに

異なる型を代表するものとみることが可能であ

る。そのため，これらを検討の出発点とする意

義は十分に認められよう。

なお，近年，立法論として，日本版 LLCに

対してパス・スルー課税のルールを整備すべき

であるという提言がなされている２３）。日本版

LLCの構想についてはここでは論じない。基

２３）LLCとは，Limited Liability Companyの頭文字をとったものであり，米国州法上設立を認められている事
業組織の形態である。この日本版を作ろうというのが日本版 LLCの議論である。そして，これまでの主要な

表７ 組織形態の比較

組織形態 利害関係者の特徴

有限会社 社員の権利に関する比較的自由な定款自治

有限責任中間法人 社員と基金拠出者との分離

協同組合（生協） 社員と顧客の一致
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本的に，民法上の任意組合についての議論を応

用すべきものと整理できよう２４）。

（２） 任意組合

組合契約は，当事者が出資をなし共同の事業

を営むことを約束することにより効力を生ずる

（民法６６７条）。この契約により，２名以上から

成る共同の事業体ないし団体が成立する，これ

議論をみてみると，ほぼ例外なくパス・スルー課税を採用することとされている。
すでに１９９７年の段階で，宍戸善一「ベンチャー・ビジネスのための組織法作りを試みて」ジュリスト１１２５

号４頁は，ベンチャー・ビジネスに適合的な組織法作りを試み，その結果を「創造会社法私案」として発表
していた。そこでは，まさにパス・スルー課税のルールが念頭に置かれており，民法上の任意組合と同様の
課税ルールを採用することが提案されていた。
１９９８年には，中小企業等投資事業有限責任組合に関する法律が制定された。そこでは，民法上の任意組合
を基礎にしながら，組合員に有限責任を認めた。そして，課税ルールについては，任意組合と同様にパス・
スルーを認める取り扱いをとることが，国税庁の通達によって明らかにされた。この時期に解釈論上の検討
を加えたのが，佐藤英明「組合による投資と課税」税務事例研究５０号３３頁である。
１９９９年５月には，経団連が「わが国産業の競争力強化に向けた第１次提言」をまとめ，その中で「有限責
任事業組合（仮称）」の導入を提案した（http : //www.keidanren.or.jp/japanese/policy/pol２２８/part１.html）。そこ
でも，まさにパス・スルーの課税ルールが念頭に置かれている。すなわち，有限責任事業組合を法人税の納
税義務者とはせず，その損益を各出資者の持分に応じて当該年度の出資者の所得と通算することとされてい
た。また，事業組合の設立にあたり，現物出資を行う場合に課税繰り延べを認めることが提案されていた。
２００２年には，大杉謙一「新しい事業組織形態（日本版 LLC）の構想」商事法務１６４８号４頁，１６４９号１４頁，

１６５０号１９頁，１６５２号２６頁が，国際競争力を持つ企業法制の模索として，新しい事業組織形態の構想を提案し
た。これは，米国の LLCに関する研究をふまえたものであり，提案の名前も「日本版 LLC」である。この
構想においても，パス・スルーの課税ルールが重要な骨子となっており，LLCの事業活動から生ずる損益は
構成員に帰属することとされている。
このような経緯で，日本版 LLCの議論が展開している。日本版 LLCの議論は，組織法の柔軟化を目指す

ものであり，会社法改正にも一定の影響をもってきた。そして，税制との関係では，ほぼ例外なくパス・ス
ルーの課税ルールを採用しようとしている点が，注目に値する。

２４）日本版 LLCにパス・スルー課税を認めると，連結納税制度の機能を部分的に代替する可能性がある点に注
意が必要である。LLCの社員には，個人だけでなく，法人もなることができるからである。例で考えよう。
ある会社が研究開発部門を子会社化する場合，現行税制の下では，株式会社形態で完全子会社を設立しそ

こに研究開発部門を移したうえで連結納税制度を適用することが考えられる。これに対し，日本版 LLCが認
められたとすれば，同じ会社が LLCを設立し，研究開発部門をそっくり LLCに移す。このとき，LLCはパ
ス・スルー事業体であるため法人税がかからない。LLCの損益は，構成員である親会社に直接に帰属する。
ということは，LLCの黒字や赤字が親会社の損益と合算される。つまり，わざわざ連結納税制度を適用しな
くても，損益通算という点では連結納税制度を適用したのと同様の効果を得ることができることになる。
こうなると，かたや連結納税制度を利用するにはさまざまな要件や制限があり，かたや LLCを利用すると

そういった要件がかぶらない，という不均衡が生ずる。たとえば，連結納税制度を利用するためには原則と
して１００％株式保有が要件とされているが，パス・スルー事業体であると持分保有割合の大小を問わずパス
・スルーできる。つまり，パス・スルー事業体を用いれば，合弁事業で半分ずつ出資した場合であっても，
３分の１ずつ出資した場合であっても，合算して課税される，という可能性が生ずるわけである。
以上の可能性に関する連結納税制度導入前の議論として，増井良啓「分社化の手法と連結納税制度」税研

８５号４７頁（１９９９）。

組合員

損益のパス・スルー

組合 法人税なし

図５ 民法上の任意組合のイメージ
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を民法上の組合という。民法上の組合は，特別

の法律によって設置される組合に対置する意味

で，任意組合とも呼ばれる。

任意組合は，共同事業を営むための最も基本

的な組織形態の型を示している。組合員は共同

事業者として事業のリスクを負担し，組合債務

に対して無限責任を負う。また，組合財産は総

組合員の共有に属するものとされ，組合の業務

執行は原則として組合員の過半数によって決す

る。

税制との関係では，組合に対しては組織の段

階で課税されることがない。組合の所得は組合

員に帰属するものとして課税する。すなわち，

パス・スルー課税のルールをとっているのであ

る。このことをイメージしたのが，図５である。

ここから，パス・スルー課税に関するさまざ

まの論点が生ずる。任意組合に関する課税ルー

ル２５）については，現物出資の扱い２６），労務出資

の扱い２７），組合員と組合との取引２８），当事者が

配賦割合を自由に決められるか２９），租税回避を

どう防止するか３０），といった点について，早急

に立法措置を講ずべきである。

ここでは，以上に加え，任意組合についても

「誰に所得が帰属するか」という問題が残され

ていることを指摘したい。現行法上，任意組合

の組合員は当然に組合所得のパス・スルー先で

２５）高橋祐介「組合課税――『簡素・柔軟・公平』な組合課税の立法提案――」租税法研究３０号２８頁（２００２）
が望ましい立法の姿を提案する。この提案は先行する高橋教授の米国法研究をふまえたものである。

２６）この点，高橋・前掲注２５・３８頁は，含み損益に関して課税する最終的課税機会でない場合には課税繰り延
べを認めてもよいと主張する。傾聴すべき見解である。もっとも，別の考え方が可能かもしれない。法人か
ら法人に対する現物出資については，平成１３年法人税法改正により，適格現物出資の場合に限って課税繰り
延べを認めている。個人から組合に対する現物出資についても，一定の適格なものについて繰り延べを認め，
それ以外については含み損益が全額実現したものとして取り扱う，というやり方のほうが，適格組織再編成
に関する課税ルールと平仄をあわせることになるのではないか。

２７）組合の解散に伴い労務出資者に残余財産を分配したときの課税関係について，佐藤・前掲注２３・５０頁。
２８）最判平成１３年７月１３日・前掲注１０の事件では，りんご組合の個人組合員が，組合の事業に従事したことに
つき組合から金員の支払を受けた場合，それが組合事業から生じた利益の分配にあたるか，給与所得にあた
るかは，「支払の原因となった法律関係についての組合および組合員の意思ないし認識，当該労務の提供や
支払の具体的態様等を考慮して客観的，実質的に判断すべきである」とされた。当該事案については，給与
所得にあたると判断している。

２９）立法論の方向については，増井良啓「組合損益の出資者への帰属」税務事例研究４９号４７頁（１９９９）で，数
値例を用いて検討した結果，民法上の損益分配割合と税務上の配賦割合を分離すること自体には，濫用の危
険はないことが分かった。濫用の危険があるのは，適用税率や損益プロファイルなど，別の条件が重なった
ときである。そこで，原則として契約自由にゆだねたうえで，契約締結時の時点からみて組合員全体の合計
税額の減少が見込まれる場合に，これを否認する個別規定をおくべきであろう。この点について，高橋・前
掲注２５・３６頁は，原則として契約自由に委ねたうえで，租税回避防止のためのルールとして，非関連当事者
について「実質的な経済的効果テスト」を置き，関連当事者について労務出資にみなし利益率を乗じて配賦
額を算定するルールを置くべきであるとする。

３０）パス・スルー事業体を用いる最も初歩的な例は，借入金を用いて加速償却資産を買い込み，そこから生ず
る損失を投資家に配賦する，というものである。大阪高判平成１０年１０月１６日訟務月報４５・６・１１５３のフィル
ムリース事件では，そのような事案について，損失の利用を否定した。しかし，穴をあけておいて個別的に
裁判所で穴をふさぐのではなく，タックス・シェルターを生まないような課税ルールを事前に用意すること
がより適切であろう。この点につき，佐藤・前掲注２３・６７頁は，「『組合の所得』の計算上生じた損失につき，
各組合員が負担すべき損失相当額を払い込むなどしてそれを現実に負担していない場合には，組合員の所得
の計算上その『組合の損失』を控除しない」などとする立法も考えられてよいとする。森信・前掲注３・資
本市場２１２号１１頁は，現行の損益通算ルールを改めて見直すことや，米国の At Risk Ruleと Passive Activity

Loss Ruleを簡素化して日本に導入することを提案する。
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あると解されている。そしてその解釈は，組合

財産が総組合員の共有に属することから，解釈

上当然に導かれる帰結と考えるべきである。

しかし，組合契約の作り方によっては，ある

組合員のみに事業に関する支配とリスクを残し，

他の組合員は単に事業資金を拠出するにとどま

る，といった権利義務関係を構築することも可

能である。その結果，場合によっては，組合員

とはいっても，あたかも株式会社における社債

権者のような地位にたつ者を契約上創り出すこ

とができないわけではなかろう。

このように，組合員の権利義務が複雑化する

場合に，組合の稼得した所得をどの範囲でパス

・スルーさせるべきかという問題が生ずる。こ

の点については，パス・スルー先とすべき組合

員の範囲を共同事業に対する支配とリスクによ

って区切ることが考えられる。もっとも，権利

義務の複雑化・重層化によってパス・スルー課

税の執行コストが過大になると認められる場合

には，Ⅳ－１で先述したように，組合の段階で

課税の対象にする立法措置を検討すべきであろ

う。

（３） 匿名組合

匿名組合契約は，当事者の一方が相手方の営

業のために出資をなし，その営業より生ずる利

益を分配すべきことを約束することにより，効

力を生ずる（商法５３５条）。複数の匿名組合員が

出資している場合には，複数の匿名組合契約が

成立していることになる。

匿名組合契約の当事者は，匿名組合員と営業

者である。匿名組合員の出資は営業者の財産に

帰する。また匿名組合員は営業者の行為につい

て第三者に対して権利義務を有しない。つまり，

出資財産は営業者のものとなり，業務運営はも

っぱら営業者が行う。匿名組合員は対外的には

隠れた出資者として利益の分配にあずかるにと

どまる。合資会社に関するいくつかの規定が匿

名組合員に準用される。これをイメージ図にし

たのが図６である。

このように，匿名組合員の出資財産はすべて

営業者に帰属するのであり，営業者と匿名組合

員の共有になるものではない。そこで，「匿名

組合契約については，民法上の任意組合とは異

なり，営業上の損益は，営業者に帰属し，その

後，商法もしくは契約に従い，損益が匿名組合

員に帰属すると考えるべきである」と解されて

いる３１）。つまり，いったん営業者の段階で課税

の対象となるが，匿名組合契約上の利益配当請

求権に基づいて払い出した部分を課税の対象か

ら除外する，と構成するのである。この構成に

よると，現実の分配に着目して課税の対象から

除外するから，ペイ・スルー型と分類される３２）。

この構成は，出資財産の法律上の帰属に忠実

であり，現行実務３３）とも整合性を有する面があ

る。しかし，さらに考えてみると，いったん営

業者に帰属した所得がなぜペイ・スルーの扱い

を受けることになるのか，その根拠が必ずしも

明らかでないように思われる。つまり，もし本

当に営業者の所得となるのであれば，そのあと

で匿名組合員に分配を行ったとしても，所得を

処分したにすぎず，所得計算上控除することは

できないのではないか，という疑問が残る。

そこで匿名組合の課税ルールの構造としては，

むしろ次のように考えるべきではないか。すな

３１）水野忠恒『租税法』３２０頁（２００３）。
３２）水野・前掲注３１・３１９頁。なお，同３２０頁からは，匿名組合員に対する税務上の損失の配賦が当然のことで
はないという解釈が示唆される。ということは，匿名組合員は equityholderではなく debtholderであると考え
ることになろうか。この読み方は渕圭吾教授に負う。ただし，法人税基本通達１４－１－３は，法人が匿名組
合員である場合につきパス・スルーの取扱いをとっている。

３３）この点については，増井良啓「組合形式の投資媒体と所得課税」日税研論集４４号１５３頁（２０００）。

営業者 匿名組合員

図６ 匿名組合のイメージ・その１
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わち，匿名組合を共同事業として構成するので

ある３４）。この構成の下では，まず，匿名組合に

かかる事業体（entity）を観念する。この事業

体は財産の帰属に関しては確かに営業者のもの

であるが，税務上の損益配賦に関する限りは営

業者と匿名組合員の間で権利が分有されている

と考えるのである。これをイメージ図に描くと

図７のようになる。

このように考えると，匿名組合に関する課税

ルールは，任意組合に関するそれと同様の構造

を有するということになる。事業組織の段階で

は課税の対象にせず，事業から生ずる所得を利

害関係者にパス・スルーする，という構成であ

る。この構成は，匿名組合について，契約によ

る他の事業組織との間で横断的な視野から課税

ルールを育てることを容易にする。

もちろん，上のように基本構成につき異論が

生ずるのは，匿名組合に関する課税ルールが未

整備であるからである。何よりも，いつ誰にい

かにして損益をパス・スルーするかについて，

立法によってルールを定めることが肝心である。

任意組合とも共通する点であるが，その際，次

の点に留意すべきである。すなわち，匿名組合

は，契約によってその内容をかなり自由に構築

できる。株式会社のようにフォーマットが厳格

に法定されている組織形態とは異なる。ゆえに，

課税との関係でいかなる効果を与えるべきかは，

所得税法や法人税法の上で適格要件を定めた上

でないと議論が進まない。つまり，契約に先ん

じて税制上，利害関係者の権利義務を想定し，

それに応じた課税ルールを設ける必要があるの

である。

この点，制度設計の方向としては，図７のよ

うにパス・スルー課税のルールを整備する方向

とならんで，組織段階で法人税を課す方向もあ

りえよう。これをイメージしたのが図８である。

この場合にはさらに，現行法における合資会社

と同様に扱うやり方と，営業者や匿名組合員に

対する分配に充てた部分を法人所得の算定上損

金に算入するやり方（ペイ・スルー方式）とが

考えられる３５）。パス・スルーとするか，組織段

階で法人税を課するかは，前述したように，立

法政策上執行コストが過大となるか否かの判断

によって決すべきであろう。

（４） 信託

信託とは，委託者が受託者に財産権を移転し，

受益者の利益となるべき一定の目的に従った管

理処分を受託者に行わせるための法的仕組みで

ある（信託法１条）。つまり，委託者・受託者

・受益者の３者に対し，財産の管理をめぐる権

利義務を分属させるしかけである。図９にイメ

ージを図示しておこう。

信託財産から生ずる所得に課税する場合，こ

の３者関係をどう構成するかがポイントとなる。

この点，日本の課税ルールは大正１１年の信託法

３４）水野・前掲注３１・３１８頁も，匿名組合は経済上は共同事業とみることができると述べている。
３５）後者の方式については，阿部俊夫氏による口頭のご教示を得た。

営業者 匿名組合員

ペイ・スルー課税

事業 法人税の課税対象とする

委託者 受託者

受益者

営業者 匿名組合員

損益のパス・スルー

事業 法人税なし

図７ 匿名組合のイメージ・その２

図９ 信託のイメージ

図８ 匿名組合のイメージ・その３
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制定以降，幾多の変遷をとげてきた３６）。

現行課税ルールの基本は，次の通りである。

まず出発点として，信託財産は受託者に帰属す

るから，信託財産から生ずる収益は受託者の所

得となる。この特則として，受益者が特定して

いる場合は受益者に課税し，受益者不特定また

は未存在の場合は委託者に課税するものとされ

ている（所得税法１３条１項本文）。このルール

の適用対象を「本文信託」と呼ぶ。これに対し，

一定の信託についてはこのルールが適用除外さ

れている（同項但書）。これを「但書信託」と

いう。この「但書信託」は，合同運用信託や証

券投資信託などの重要な金融商品を含んでいる。

この中で，信託収益の課税に関しては，本文

信託３７）と但書信託３８）の両方について，立法論が

展開されている。そこでは，個人の財産管理の

ための機能と，各種の金融商品を組成するとい

う機能とに焦点をあわせ，新たな課税ルールが

提言されている。

平成１２年の改正により，「特定信託」の所得

が法人税の対象とされることになった（法人税

法７条の２，８２条の２以下）。同時に，信託収

益の分配の損金算入を認めるルール（租税特別

措置法６７条の１４，６７条の１５，６８条の３の３，６８

条の３の４）が設けられ，ペイ・スルーの扱い

がとられるようになった。この立法は，但書信

託のうち一定のものについて課税ルールを整備

した。もっとも，本文信託については手つかず

のままである３９）。また，但書信託の中には，な

お改正前の課税ルールが継続しているものもあ

る４０）。

ところで，現在の日本において，信託は，事

業を営むための組織としては用いられていない。

信託財産として事業そのもの（事業経営権）を

拠出することができないと解釈されているから

である４１）。この中で，立法論として，商事信託

につき，信託法１条の考え方を維持しながらも，

積極財産とともに消極財産を受託者となる者に

移転又は処分することにより信託を成立させる

ことを可能にすべきであると提案されている４２）。

いま仮に，信託を用いて株式会社と同じよう

に事業活動を行うことが可能になったとすると，

課税ルールについてはどう考えるべきであろう

か。課税ルールの内容は，その場合の委託者・

３６）占部裕典『信託課税法』１頁（２００１）。
３７）佐藤英明『信託と課税』１５８頁（２０００）。
３８）佐藤・前掲注３７・１３５頁。
３９）佐藤英明「信託税制の課題と解決の方向――信託税制の選択肢――」信託２１４号４９頁（２００３）
４０）田邊・前掲注２・７４頁は，現行の信託型の証券投資ファンドだけに認められている４～５年の無分配ファ
ンドに対する課税繰延べについて，廃止を含めて基本的に再検討することを提言する。これは，ファンド段
階での課税ルールの整備や，投資家段階での損失控除，国際的側面の規定整備の一環としての提言である。
ファンド段階での課税繰延べについては，増井良啓「投資ファンドと国際課税・日本の経験」関西大学法学
研究所編『金融取引と国際課税』１１４頁（２００２）。

４１）この点については，増井・前掲注２４・５３頁。新井誠『信託法』１９３頁（２００２）も，「わが国の信託法の場合，
あくまでも財産の『管理又は処分』（信託１条）が信託なのであって，直接に事業をおこなうことは，わが
国の信託制度の目的ではない」と述べる。

４２）商事信託研究会『商事信託法の研究――商事信託法要綱の説明およびその説明』４２頁（２００１）。

委託者 受託者 受益者

パス・スルー

法人税なし 事業

委託者 受託者 受益者

ペイ・スルー

法人税あり 事業

図１０ 事業信託のイメージ・その１

図１１ 事業信託のイメージ・その２
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受託者・受益者の権利義務によって異なってく

るべきものである。そのため一義的には論じが

たいが，ひとつの発想として，信託そのものを

実体（entity）と観念し，その段階で損益計算

を行ったうえで，委託者・受託者・受益者のい

ずれかにパス・スルーさせていく，という方向

の立法がありうるのではないか。そのイメージ

が図１０である。

もちろんこの場合も，他の組織形態と同じよ

うに，パス・スルー課税の執行コストが過大に

なると認められる場合には，むしろ端的に組織

の段階で法人税を課すことを検討すべきであろ

う。そのうえで，利害関係者と組織との間の課

税の重複を損金算入方式によって排除するとい

うやり方が考えられる（図１１）。

Ⅴ．おわりに

以上，多様な事業組織について課税ルールを

設計するためのポイントを論じた。法人税を個

人所得税の前取りとしてとらえる場合，利害関

係者（stakeholders）の権利義務に着目してルー

ルを組み立てることが要請される。そしてその

観点からは，組織の段階で課税する場合につい

ても，課税しない場合についても，誰を equity-

holderであると考えるかが重要である。このよ

うに，事業組織に関する課税ルールを設計する

場合には，利害関係者がどのように関わってい

るかを明確に意識すべきである。

おわりに，２点を付言する。第１は，金融仲

介機関に特有の考慮である。すでに日本でも，

銀行，投資法人，生命保険会社などについて，

金融仲介機能に着目した検討が開始している４３）。

金融仲介の構成要素が分解していく中で，機能

に即した検討が組織形態に即した検討とどうい

う関係にたつのか，さらに研究が必要である。

第２は，国際的側面である。ある組織を内国と

外国とにどう分類するか，外国組織が日本で活

動を行う場合（inbound），内国組織が外国で活

動を行う場合（outbound），について，国内法

と条約の両面から突っ込んだ検討を行う必要が

ある４４）。この関係では，多様な組織の利用が，

課税ルールの内外ミスマッチを利用する国際的

租税裁定（international tax arbitrage）の典型例

とされていることに留意すべきであろう。

「２００３年６月脱稿」
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